
当面の進め方について

○ 本小委員会の検討事項のうち、国際競争力の強

化、地方創生等への対応は、喫緊の課題であるこ

とから、これらの課題に関して速やかに講ずべき

施策について、優先的に検討を進めることとする。

○ 次回の小委員会では、まず関係する事業者団体

や個々の事業者からのヒアリングを行うととも

に、その後、速やかに講ずべき施策に関する事項

を中心として、中間的な整理に向けた議論を行う

こととする。

○ 第３回の小委員会では、中間整理案について議

論を行うこととする。

○ 第４回以降の小委員会は、年明け以降の開催を

予定。
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